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報道資料

 総務省では、昨年８月より「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方
に関する研究会」（座長：濱田純一 東京大学大学院情報学環教授）を開催して参りました
が、このたび本研究会における最終報告書「電気通信事業分野におけるブロードバンド競
争政策の在り方」が取りまとめられました。

１ 検討の経緯 

 

 本研究会（構成員は別添１）では、電気通信事業分野におけるブロードバンド時代の競争
環境整備の在り方について検討するため、昨年８月以降、計１７回の会合を開催しました。  
 この間、本年１月には中間報告を取りまとめた他、３月には電気通信事業分野におけるＩＰ
化の進展等に関する意見募集を行い、これを踏まえて４月に最終報告の草案を公表し、約１
か月にわたりパブリックコメントを実施しました。  
 本最終報告書は、関係各方面から寄せられたご意見等を踏まえて取りまとめたものです。 

２ 報告書の概要

  別添２参照。

連絡先 ：総合通信基盤局電気通信事業部

（担当：神谷課長補佐、黒澤係長）

 電話： （代表）０３－５２５３－５１１１

   （内線：４４７４、４４５１）

（直通）０３－５２５３－５９４７

 ＦＡＸ： ０３－５２５３－５９４８
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情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方に関する研究会 

－ 電気通信事業分野におけるブロードバンド競争政策の在り方 －  
（要旨） 

 



  

ブロードバンド化に対応した競争政策の必要性 
 

(1)  電気通信分野における今後の競争政策の在り方を検討する際は、ブロードバンド化
の流れを加速化し、活発な競争を通じた多様な事業展開が可能となるよう公正競争環
境を整備していくことが必要であり、特にブロードバンド化によってもたらされるネットワ
ーク構造や市場構造の変化を踏まえた検討が求められている。  
 

  

レイヤーに着目した競争政策の基本的視点 
 

(2)  ブロードバンド化の進展に伴う各レイヤー（下図参照）の機能分離(アンバンドル化)の
進展により、各レイヤーごとに必要な部分を自由に組み合わせてサービスを提供する
「オープン型」のビジネスモデルや、上位レイヤーにおける新たなビジネスモデル（ｉＤＣ
(internet data center)事業等）が登場してきており、「各レイヤーを縦断する」公正競争
環境整備の在り方及び「各レイヤーごとの」公正競争環境整備の在り方の双方につい
て、多角的な観点から検証していくことが求められている。 

  

イメージ拡大図 
 

 
 
 

  

競争ルール整備における基本的考え方 
 

(3)  競争ルールの整備を図る際には、「制度の透明性・予見可能性の確保」、「競争促進
的なルールの確立」及び「デュープロセスの確保」を基本としつつ、 

等の多様な観点から取り組んでいくことが必要である。  
 

1) 有効競争レビューの定期的実施

2) 事業者間の紛争処理と競争ルールの有機的連携

3) 競争ガイドライン等の策定

4) 電気通信事業法と独占禁止法の有機的連携

5) ユーザ保護の重視



 

 

  

レイヤー縦断型のビジネスモデルに対する評価 
 

(1)  最近のレイヤー縦断型のビジネスモデルの特徴としては、移動通信事業者のように
一社単独で事業展開する単一型の「垂直統合型ビジネスモデル」に加え、複数の事業
者が連携して、それぞれが得意とするレイヤーの経営資源を持ち寄り、各パーツを組
み合わせてオープンなビジネスモデルを形成する「協働型ビジネスモデル」が登場して
きており、これにより、従来と比べて多数の事業主体（競争軸）による市場競争の活性
化が実現することが期待される。  
 

  

市場支配的な事業者によるレイヤー縦断型のビジネスモデル 
 

(2)  市場支配的な事業者によるレイヤー縦断型のビジネスモデルのうち、 

1)  東西ＮＴＴの活用業務（地域通信業務に業務範囲を限定されている東西ＮＴＴにつ
いて、一定の要件の下、総務大臣の認可を受けて、県を越えて上位レイヤーへの
業務範囲の拡大が可能）については、昨年１２月に策定・公表された「東西ＮＴＴの
活用業務の認可に係る『公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ』がある場合等
の考え方」（活用業務認可ガイドライン）に沿って、個別案件ごとに公正競争条件の
確保について、デュープロセスを踏まえつつ慎重に対処していくことが求められる。 
 
 また、円滑なコンテンツ配信を実現していく観点からは、認証・課金等を行うプラッ
トフォームレイヤーのオープン化が極めて重要な要素であり、東西ＮＴＴがプラットフ
ォームレイヤーに進出する場合、プラットフォーム事業に係る機能（他事業者が同
様の業務を実施するために必要不可欠な要素と認められるもの）のアンバンドル化
の必要性等についても併せて十分な検討が必要である。 

2)  東西ＮＴＴの子会社等による上位レイヤーへの進出については、一概に公正競争
を損なうものであるとは言えないが、実態として、東西ＮＴＴが上位レイヤーに進出
するのと同じ効果がある等の懸念も指摘されているところであり、その実態を十分
検証した上で、構造的に公正競争上の問題が生じていることが判明した又はその
懸念が大きい場合には、非対称規制（市場支配的な事業者に対する規制）におけ
る特定関係事業者の適用範囲（現在は電気通信事業者に限定）の拡大を含め、新
たな是正措置を講じることや、例えばグループ・ドミナンスの概念の導入の是非に
ついても、諸外国の状況等を勘案しつつ、必要に応じて検討していく必要がある。  
 

  

移動系通信事業者によるレイヤー縦断型のビジネスモデル 
 

(3)  モバイルインターネット分野においては、「ＩＳＰ(Internet Service Provider)に対するゲ
ートウェイのオープン化」、「ポータルサイト上のコンテンツ採用手続きの透明性の確
保」及び「ポータル選択の同等性の確保」といったオープン化措置に各グループが取り
組んでいるところであり、引き続き今後の取組みを注視していく必要がある。  
 

(4)  このうち、ポータルサイト上のコンテンツ採用手続きの透明性の確保については、料
金回収代行サービスを非公式サイトにも認めていく動きが一部にあることについては
積極的に評価でき、各グループにおいて更に具体的な検討が進展し、新たな提案の
具体化に向けた取組みが進められることが期待される。また、ＩＳＰに対するゲートウェ
イのオープン化が進展する中、従来以上にポータル選択の同等性の確保が重要にな
ると考えられ、事業者において積極的に措置されることが期待される。  
 

(5)  移動通信分野においては、通信事業者がコンテンツプロバイダ等との比較において



 

圧倒的に優位な立場にあることに鑑み、必要に応じ、昨年１１月に策定・公表した「電
気通信分野における競争の促進に関する指針」（競争ガイドライン）の見直し（平成１４
年中）の際、移動通信事業者とコンテンツプロバイダ等との間の取引に係る「電気通信
事業法上問題となる禁止行為」の更なる具体化を図ることが有効である。  
 

 

  

ネットワークレイヤーにおける競争環境整備の在り方 
 

(1)  加入者系ネットワークの多様化を通じた地域通信市場の競争活性化を図るため、中
間報告で提示した以下の項目について、更に推進していくことが期待される。 

等を推進していくことが適当である。  
 

1) 無線系アクセス網の多様化(空港、駅等のホットスポットでの活用が期待される無
線ＬＡＮによる高速インターネットアクセス環境の整備等) 

2) 固定系アクセス網の多様化（集合住宅におけるブロードバンド環境の実現の円滑
化、既存のメタル回線の活用（例えばＶＤＳＬ（Very high-bit-rate Digital Subscriber 
Line））等による高速サービスの実現等） 

3) 公衆網再販の早期実現(事業者等で構成する協議会で検討、本年６月情通審最終
答申草案にて取りまとめ。) 

4) 線路敷設の円滑化の推進（本年４月、総務省において「線路敷設ガイドライン」の
見直しを実施。今後、毎年４月に設備使用の進展の程度などについて検討を加
え、その結果に基づいてレビューを行う予定） 

5) アクセス網のボトルネック性の継続的な検証（第４章「有効競争レビュー」関連） 

6) 更なる料金・サービスの多様化・低廉化の実現 

(2)  中継系ネットワークの多様化についても、中間報告で提示した以下の項目について、
更に推進していくことが期待される。 

 

1) 帯域幅仲介ビジネスの登場等を踏まえた卸市場の育成 

2) バックボーン回線の更なる低廉化の推進(既に卸電気通信役務の提供を専業とす
る事業者に係る事業許可手続きの簡素化を措置。その他、データセンタと一体とな
った地域ＩＸの整備等を推進。) 

3) 通信事業者以外の者が保有する光ファイバ網の有効活用（中間報告で提言した地
方公共団体を対象とした「光ファイバ網の通信事業者への提供に関する標準手続
き（仮称）」の策定については、総務省において平成１４年度中に策定・公表される
予定）。 

(3)  ネットワーク再販市場については、例えば、周波数の制約から事業者数が限定され
ている移動通信市場において、多様な形態によるＭＶＮＯ(Mobile Virtual Network 
Operator)の登場等による市場活性化を促す観点から、制度運営の透明性・予見可能
性を高めるため、中間報告において、ＭＶＮＯの事業化に係るガイドラインを策定・公
表することを提言した（これを踏まえ、総務省においては本年６月を目途に「ＭＶＮＯに
係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を確定する予定）。
なお、既存の移動通信事業者であるＭＮＯ(Mobile Network Operator)からＭＶＮＯへの
役務再販の義務付けについては、ＭＮＯの設備投資意欲を削ぐおそれがあることを勘
案すれば、少なくとも現時点においては適当でないと考えられる。  
 

プラットフォームレイヤー等における競争環境整備の在り方 
 



 

(4)  コンテンツ配信の円滑化のための環境整備として、ベストエフォート型のインターネッ
トサービスの品質に係る自己認証基準（ネットワークの標準モデルを定め、客観的なベ
ンチマーク値又は一定のレンジ値を設け、サービス品質のクラス分類をユーザに対し
て提示するイメージ）の在り方について、中間報告では標準化機関等において、早期
に結論を得る方向で検討に着手することを提言した（これを受け、総務省では、ＤＳＬサ
ービスの伝送速度推定システムの開発等、品質評価に必要な技術開発等を引き続き
進めるとともに、ＩＴＵにおけるＩＰ網の品質に関する検討状況等の動向を踏まえ、品質
評価の標準化に向けた国内検討を進める予定）。  
 

端末レイヤーにおける競争環境整備の在り方 
 

(5)  移動通信分野においては、垂直統合型ビジネスモデルとして、端末販売と通信サー
ビス（通信事業者の選択）がバンドル化（一体化）され、端末機器の価格を低位に設定
し、その分を通信料金として回収するというビジネスモデルが採用されている。  
 

(6)  しかし、次世代携帯電話（３Ｇ）の登場に伴い、端末販売と通信サービスのアンバンド
ル化を実現するＵＩＭ(User Identity Module)カードのロック解除並びに新たな電子認証
基盤としての同カードの活用、移動通信分野における番号ポータビリティの実現等を
視野に入れつつ、これらを一体的に検討するため、中間報告において、メーカ、通信事
業者、行政当局等の意見交換を通じた検討の場を設けることが適当である旨提言した
（これを受け、総務省においては、本年度、移動体番号ポータビリティ、ＵＩＭカードのロ
ック解除等に関する具体的な実現方式、導入に伴う具体的な実現方策、導入に伴う費
用の試算等について、事業者、端末ベンダ等の専門家を交えて技術的な検討を行う
予定）。  
 

 

  

検討の視点 
 

(1)  今後、ブロードバンド化と同時並行的にＩＰ化が急速に進展し、ＩＰベースのサービス市
場が急速に立ち上がってくると考えられることから、ＩＰ化の進展がネットワーク構造や
市場構造に与える影響や、こうしたネットワーク構造や市場構造の変化が競争環境整
備の在り方に及ぼす影響について検証することが必要である。  
 

  

回線交換網からＩＰ網へのネットワーク構造の変化 
 

(2)  ネットワーク構造の変化については、アクセス網と中継・バックボーン網とに分けて展
望することが適当であり、 

1) アクセス網については、Ｐ２Ｐ (Peer to Peer) ベースの通信の普及、オンラインスト
レージサービス、分散型コンピューティング、デジタルコラボレーション環境等の普
及に伴い、現在進展している非対称型のブロードバンド化から、対称型のブロード
バンド化に移行し、利便性の高いＩＰベースの統合型サービスに対する需要が高ま
るものと考えられる。この際、一般ユーザについては、ＩＰ電話のもつ技術的課題が
克服されるまでは現行の回線交換網ベースのサービスにとどまるユーザも相当程
度存在するものと考えられ、ＩＰ化の動きは加速化するものの、当分の間は回線交
換網とＩＰ網が並存する形態が継続するものと考えられる一方、企業ユーザについ
ては、中継網・アクセス網の別なく加速的にＩＰ化（「フルＩＰ化」）が進展するものと考
えられる。 

2) 他方、中継・バックボーン網については、ＩＰ－ＶＰＮや広域イーサネット等による網
構築によりＩＰ化が急速に進展するものと考えられる。この際、ネットワーク構造とし



 

ては一定の階梯構造が残存するものと考えられる。 

  

ＩＰ網構築の進展に伴う市場環境の変化 
 

(3)  ＩＰ網構築の進展に伴い、 

 

1) 第一に、音声・映像・データを統合的な運用するサービス、固定・移動の別を問わ
ないシームレスサービスの実現によるユビキタス環境の実現等、統合型サービス
の普及が加速化するものと考えられる。 

2) 第二に、Ｐ２Ｐ通信の普及によるwebサービスの普及(Ｂ２Ｂ及びＢ２Ｅ (employee)市
場の拡大)や機器間通信の拡大等が進展するとともに、通信サービス料金として容
量別・速度別の定額制料金が主流になる等、新たな通信形態によるビジネスモデ
ルが多数登場してくるものと考えられる。 

3) 第三に、事業者間競争が新しい展開を見せるものと考えられる。すなわち、ＩＰ化の
進展により新規参入の容易化が図られる一方、設備保有型の既存事業者につい
ても、回線交換網関連投資が行われなくなり、ＩＰ関連投資に力点が置かれるもの
の、こうしたＩＰ化の進展により、通信サービスの収益性が低下すること等を考えれ
ば、既存事業者としては従来のサービスから上位レイヤーを含むレイヤー縦断型
のビジネスモデルやソリューションビジネス等の事業領域への拡大が円滑に進展
することが重要となる。こうした環境下においては、ＩＰ化促進のための税制支援や
融資制度の充実等の必要な政策支援についても検討を行っていく必要がある。 

  

ＩＰ網構築の進展に対応した競争環境整備の在り方 
 

(4)  ＩＰ化の進展は、統合型サービスの普及の加速化、新規参入の容易化、新たなビジネ
スモデルの登場等をもたらし、今後、既存事業者の収益構造やそのビジネスモデルに
も大きな変革を生じさせ、その結果として急速な市場構造の変化を引き起こす可能性
がある。このため、今後の競争環境整備の在り方を考える際には、ＩＰ化が相当程度進
展した段階も想定しつつ、こうした状況にも整合的に対応し得る枠組みとなるよう検討
していく必要がある。  
 

(5)  電気通信事業分野におけるＩＰ化に対応した競争政策としては、引き続き、インフラ競
争とサービス競争の双方を促進することが重要かつ有効であり、競争中立性の確保、
技術中立性の確保、地域偏在性のないブロードバンドアクセスの確保の３つの基本的
視点から検討していく必要がある。具体的には以下の項目について今後検討が求め
られる。 

1) 第一に、各市場において適用される規制水準を見直していく観点からは、有効競
争レビューの実施を実施し、市場の代替性に関する検証、インフラ市場とサービス
市場の競争実態の把握とその相互連関性の検証（市場支配力の認定の在り方と
関連）、レイヤー縦断型ビジネスモデルの与える影響の検証が重要である。このた
め、改めて別途検討の場を設け、平成１４年度内を目途に試行的に、例えばインタ
ーネットアクセス市場を対象として有効競争レビューを行うとともに、分析手法の確
立に向けて積極的に取り組むことが適当である。 

2) 第二に、ＩＰ化が進展する中、特に市場支配的な通信事業者が保有するプラットフォ
ームレイヤーの機能のオープン化（アンバンドル化）の対象となる機能の柔軟な見
直しを図っていく必要がある。 

3) 第三に、音声・データ・映像が一体となった統合型サービスの登場に伴い、役務区
分の在り方についても、事業区分の見直し、料金規制の在り方、技術基準の見直
し等との関連の中で包括的に検討を加え、見直しを検討していく必要がある。 

4) 
第四に、ＩＰ化が進展する中、トランジットやピアリングといった接続形態の拡大、従
来以上に多段階の接続形態への移行、定額接続料の比重の高まり等が考えられ



 

 
 

 
 

 

るところであり、接続ルールとして整備すべき事項がある場合、これに迅速に対応
していく必要がある。 

5) その他、ＩＰ化に対応した技術基準の在り方の検討（包括的レビューの実施等）、ユ
ニバーサルサービス確保の在り方（将来的には「ユニバーサルアクセス」概念の導
入の検討）、競争の枠組みに係る国際的整合性の確保等について検討していく必
要がある。 

 

  

(1)  本報告書では、電気通信事業分野のブロードバンド競争政策の在り方として、 

の３つの視点を軸として検討してきた。  
 

1) 新たなビジネスモデルの態様の検証とこれらのビジネスモデルが自由に展開でき
るよう所要の競争環境整備を進めていく必要があるという視点 

2) レイヤーを検討の基本的視座としつつ、レイヤー縦断型のビジネスモデル及び各レ
イヤーにおける多様なビジネスモデルについて、それぞれ公正競争環境整備を進
めていく必要があるという視点 

3) ブロードバンド化やＩＰ化が進展する中、ネットワーク構造や市場構造の変化に対応
し、中期的観点を含めて競争ルールの見直しを継続的に行っていく必要があるとい
う視点 

(2)  今後、本報告書で提示した「ブロードバンド時代の新たな競争政策メニュー」の着実
な推進に努めるとともに、ＩＰ化の進展に対応したネットワーク構造の将来展望、ＩＰ関連
の技術・サービス動向とこれに対応した研究開発・ユーザ支援の在り方、ＩＰ化推進に
向けた公的支援の在り方等、広範にわたるＩＰ化関連施策の位置付け（ポジショニン
グ）を一体的に整理・検討し、総合的・包括的なＩＰ政策の検討を行うことが求められ
る。 



 
 
 
 
 
 
 

今後の競争政策の在り方に関する基本的視点
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